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 1 
１．はじめに【別添１参照】 2 
 3 

２００５年のエネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）改正において、運輸部4 
門の省エネ取組強化するため、荷主と貨物輸送事業者が新たに省エネ法の対象となった。その5 
結果、一定規模以上の輸送事業者及び荷主に対し、中長期計画の作成とエネルギー使用量の報6 
告が義務付けるようになり、工場・事業場規制と同様にエネルギー消費原単位の年１％改善を7 
求めることとなった。 8 
２０１８年の省エネ法改正では、複数の事業者が連携した省エネルギー取組を国が認定し、9 

評価可能とする連携省エネルギー計画制度を創設するとともに、貨物輸送事業者・荷主・荷物10 
の荷受側の連携強化によって貨物輸送の更なる省エネルギーを促進するための荷主の定義の見11 
直し等の措置を講じた。 12 
貨物部門のエネルギー消費は、我が国全体のエネルギー消費の１０％程度を占めており、引13 

き続き省エネ取組を進めることが重要である。２０１９年度時点で指定されている８００を超14 
える特定荷主の定期報告書によると、エネルギー使用量は横ばいで推移しており、また、エネ15 
ルギー使用量の算定法としては推計要素が多いトンキロ法の使用割合が約６割を占めている。16 
エネルギー消費原単位の年１％改善目標に対し、全特定荷主の原単位平均改善率は年平均０．17 
４％であり、改善の程度は鈍化している。業種別に見ると、業種内の事業者の多くが悪化して18 
いる業種も存在する。また、原単位が悪化している荷主と改善している荷主との間で判断基準19 
の遵守状況が異なるなど取組に差が生じている。 20 
このような状況の下、第６次エネルギー基本計画（２０２１年１０月閣議決定）において21 

「荷主規制や貨物・旅客事業者規制については、指標となるエネルギー使用量に係る算定方法22 
の違い等もあり、工場・事業場規制のように省エネルギー取組を適切に評価することができて23 
いない。このため、今後、省エネルギー取組を適切に評価・見える化を進めることで、荷主・24 
輸送事業者のインセンティブを強化する。」とされたところである。 25 
本ワーキンググループにおいては、省エネ法荷主規制について、トンキロ法の見直し等のエ26 

ネルギー使用量の算定方法の適正化や、クラス分け制度の導入等の特定荷主の省エネ取組の評27 
価について関係団体へヒアリングを実施し、その方策について検討を行った。 28 

  29 
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２．エネルギー使用量の算定方法の適正化 30 
それぞれの事業者が省エネを進めるためにはエネルギーの使用状況を把握し、その合理化を31 

図ることが重要である。一方で、荷主は自ら直接エネルギーを使用しないため、荷主が関与す32 
る物流や輸送におけるエネルギー使用状況を適切に把握し合理化を図るためには、その算定方33 
法の適正化を図ることが重要である。 34 
以下、（１）から（４）の算定方法の見直しは、年度内にエネルギー使用量の算定告示1を２35 

０２１年度に改正し、２０２２年度のエネルギー使用量の算定時から用いる事が出来るように36 
し、２０２３年６月末を期限とする省エネ法定期報告書から報告を受けられるようにする。 37 
 38 

（１）改良トンキロ法の見なし積載率の見直し【別添２参照】 39 
荷主規制では、輸送に係るエネルギー使用量の算定にあたり、燃料法、燃費法、トンキロ法40 

の３つの算定方法を設けている。トンキロ法のうち、貨物自動車のエネルギー使用量を算定す41 
る改良トンキロ法は、車両の最大積載量や積載率の実績を踏まえてエネルギーの使用量を算定42 
できる手法である。積載率を把握していない場合は、荷主が告示で定める積載率（以降、「見な43 
し積載率」という）を用いることを認めているが、改良トンキロ法を用いている者のうち、２44 
割を超える者が見なし積載率を用いていると見込まれる。見なし積載率は、２００２年の自動45 
車輸送統計を用いて算出されているが、自動車輸送統計によると、「輸送トンキロ（輸送重量×46 
走行距離）」を「能力トンキロ（最大積載量×走行距離の最大値）」で割った積載効率は低下傾47 
向で推移している。このため、改良トンキロ法の見なし積載率の値については、現状を過大に48 
評価している可能性があり、その結果として見なし積載率を用いて改良トンキロ法により計算49 
される貨物自動車のエネルギー使用量は過小評価されている可能性がある。このため、見なし50 
積載率を適切に見直し、荷主がより適切にエネルギー使用状況を把握できるようにし、エネル51 
ギー消費に繋がる荷主の行動が適切になるよう促すことが必要である。 52 
このため、平均的な積載率を策定し、これよりも低い値を見なし積載率とする。具体的に53 

は、自動車輸送統計における最大積載量別の積載率の平均値から、省エネ法の特定荷主による54 
定期報告の積載率のばらつきを考慮した値を差し引くこととする。なお、自動車輸送統計では55 
トラック、トラクタによって積載率の分母の定義が異なり（トラクタは牽引部にかかる荷重、56 
第５輪荷重を調査票で報告されている）、最大積載量の区分によって利用されるトラック、トラ57 
クタの割合が異なる。こうした変化の要因が積載率そのものにあるのか定かではないため、見58 
なし積載率の改正案において、トラクタの値が含まれると見込まれる最大積載量の８トン以上59 
の区分については、差を設けず各区分の平均値とするべきである。また、１７トン以上の車両60 
については、これまで区分が設けられていなかったが、最大積載量の大きな車両の選択も見ら61 
れるため新たに区分を設けることとする。 62 

  63 

                                                  
1 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算定の方法（告示）、以降「算定告示」と

いう。 
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表１．見なし積載率と自動車輸送統計値 64 

 65 
出所 省エネ法定期報告、国土交通省所管の自動車輸送統計（2019 年度分）の調査票情報を利用して省エネルギー課にて独自に集計66 

を行ったもの。※現行の見なし積載率は、算定告示別表第３の貨物輸送量当たりの燃料使用量を逆算して算出したもの。 67 
 68 
  69 

3



 

（２）燃費基準の達成を考慮した改良トンキロ法の見直し【別添３参照】 70 
現行の改良トンキロ法は、２００２年の自動車輸送統計を用いて設定した算定方法であり、71 

その後の自動車の燃費の向上を評価することができない。貨物輸送自動車の出荷車両のカタロ72 
グ燃費は年率１％程度で改善しているところであり、燃費が向上した車両を用いている場合に73 
は、改良トンキロ法を利用する荷主がその効果を反映できるようにする。 74 

貨物自動車については、省エネ法トップランナー制度で燃料や車両重量の車種区分に応じ75 
て、２０１５年度、２０２２年度、２０２５年度を目標年度とした燃費基準を設けている。そ76 
こで、これらの燃費基準を達成した車両を用いたことを荷主が確認できる場合は、燃費の向上77 
を反映できるようにすることが重要である。そのため、最新のカタログ燃費とトップランナー78 
制度における各目標年度の燃費基準値を用いて、最大積載量の区分毎の実走行燃費を推計し、79 
最大積載量を説明変数として目標年度別に重回帰分析した上で、改良トンキロ法の算定式の分80 
子と最大積載量の指数に新たな係数を設定することとする。なお、燃費基準を達成していない81 
車両（確認できない車両も含む）については、燃費の向上が確認できない車両として現行の改82 
良トンキロ法の算定式を用いることとする。 83 

 84 

 85 
図１．改良トンキロ法の算定式 86 

 87 
 88 

表２．改良トンキロ法燃費基準に応じた係数 89 

 90 
説明：図１の算定式の分母 Aと最大積載率の指数 B に燃費基準の達成状況を踏まえた係数を代入し、燃料消費原単位を算出する。 91 
※ 算定告示第４項の値 92 

 93 
  94 
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（３）燃費法の見なし燃費の見直し【別添４参照】 95 
燃費法では、実測に基づく燃料消費量を輸送距離で割ることによって燃費を算出し、これ96 

に距離を乗じることで、エネルギー使用量を算出している。一方で実測に基づく燃費を用い97 
ずに、貨物自動車の燃料や最大積載量の区分毎に設定された燃費（以降「見なし燃費」とい98 
う。）を用いて、エネルギー使用量を算出することも可能である。現行の見なし燃費は、改良99 
トンキロ法の算定式に、２００２年度当時の積載率の平均値を代入し、燃費へ単位換算 100 
（ℓ／t･km → km／ℓ）して算出したものである。積載率の平均値の変化や、燃費基準の達成101 
を考慮した改良トンキロ法の見直しにともない、燃費法の見なし燃費も見直す必要がある。 102 

具体的には、２０１９年度の自動車輸送統計から導出した平均値と最大積載量の各区分の103 
中央値を用い、２．（２）で設けた新たな改良トンキロ法の算定式に代入し、「燃費基準の達104 
成が確認できない車両」と「各年度の燃費基準を達成した車両」毎に算定することとする。105 
なお、これまで最大積載量１７トン以上の区分を設けていなかったが、昨今では荷主が最大106 
積載量１７トン以上の大きな車両を選択することも増えてきたため、新たに区分を設ける。107 
その際、２０１９年度自動車輸送統計から２４トン以上の最大積載量のトラックはほぼ存在108 
しないことから、１７トン以上の区分の最大積載量の中央値は２０．５トンとなる。 109 

 110 
表３．見なし燃費（単位：km/ℓ） 111 

 112 
※ 燃料基準未達成については算定告示別表第２の値 113 
 114 
なお、燃費基準の達成を考慮した改良トンキロ法の算定法と、当該算定法を用いて算出す115 

る見なし燃費の適用にあたっては、貨物輸送に用いた車両が燃費基準を上回っている車両で116 
あるか判定を行う必要がある。燃費基準の達成の判定には様々な方法があるが、例えば、国117 
土交通省及び経済産業省が表示を求めている燃費基準達成ステッカー2が貨物輸送に用いた車118 
両に貼付されているか、貨物輸送に用いた車両の型式が国土交通省のホームページの自動車119 
燃費一覧の型式に該当するか確認する方法が挙げられる。 120 

                                                  
2 「自動車の燃費性能及び公表に関する実施要領（平成１６年国土交通省告示第６１号）」に基づく自動車の燃費） 
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 121 
（４）トンキロ法による船舶のエネルギー消費性能の評価 122 

【別添５参照】 123 
現行のトンキロ法による船舶の貨物輸送量あたりの燃料の発熱量は、一定の値として、 124 

２００２年度の内航船舶輸送統計から求められる同発熱量の平均値を適用しているが、今後125 
は船舶のエネルギー消費性能に応じて、この値に差異を設ける。 126 
内航船舶について省エネ・省 CO2 排出設備への投資環境を整備するため、船舶の省エネ・127 

省 CO2 排出性能を「見える化」し、それを評価する「内航船省エネルギー格付制度」が、国128 
土交通省において、２０２０年３月より本格運用している。本制度では申請された内航船の129 
省エネ・省 CO2 排出性能が基準値（１９９０～２０１０年の平均）から何％改善しているか130 
に応じて、星１つから星５つで評価を行っている。この制度を活用し、具体的には格付未取131 
得の船舶については、２０１０年度の内航船舶輸送統計から求められる貨物輸送量あたりの132 
燃料の発熱量の平均値を適用する。これを基準として星１つについては２．５%、星２つにつ133 
いては５％、星３つについては１０％、星４つについては１５％、星５つについては２０％134 
の改善した貨物輸送量あたりの発熱量を適用するものとする。 135 
 136 

表４．船舶の貨物輸送量あたりの燃料の発熱量の評価（トンキロ法） 137 

 138 
※ 現行トンキロ法：算定告示別表第４の値 139 

 140 
（５）エネルギー使用量の算定ツールの開発【別添６参照】 141 

 省エネを進める上でエネルギー使用量を把握することは重要であり、省エネ法では特定荷142 
主に対して、エネルギー使用量とその合理化の取組状況の報告を求めている。荷主は自ら直143 
接エネルギーを使用しないため、貨物輸送事業者の協力を得ながら、輸送に係るエネルギー144 
使用量を算定する必要がある。その算定にあたっては、関係者間のデータ処理の取決め、経145 
済活動に欠かせない貨物輸送の膨大なデータ集計、混載便における荷主別の情報提供、貨物146 
輸送事業者の下請構造による混み入った情報伝達等の課題があると考えられる。今後、こう147 
した課題を解決することを目指した算定ツールの開発を進めていくことが重要である。 148 
 ２００５年に省エネ法に荷主規制が導入され、輸送において自らエネルギーを使用しない149 
荷主が輸送に係るエネルギー使用量を算定することとなったが、そのためには荷主と貨物輸150 
送事業者の協力関係が必要になる。経済産業省と国土交通省が２００７年に策定した「省エ151 
ネ法（荷主分野）における荷主－輸送事業者間のデータ交換に関するガイドライン」は、荷152 

貨物輸送量あたりの燃料の発熱量
（MJ／トンキロ）

改善率

0.555 ー

格付未取得 0.553 (基準)

1〜5%未満(★1) 0.539 2.5%

  5〜10%（★２） 0.525 5.0%

10〜15%（★３） 0.498 10.0%

15〜20%（★４） 0.470 15.0%

20%以上（★５） 0.442 20.0%

現⾏トンキロ法 ※

新トンキロ法
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主と貨物輸送事業者が取扱う情報や両者の役割分担等を整理し、算定に関わる関係者間の合153 
意形成に一定程度寄与したと考えられる。燃費基準の達成を考慮した改良トンキロ法の見直154 
しにより、これまで以上に省エネ取組が評価できるようになる一方、算定に必要な情報は増155 
加することになる。こういった情報共有における事業者の負担を低減しながら、エネルギー156 
の使用状況を適切に把握し、省エネを進めることが重要である。 157 
省エネ法では、２０２２年５月よりＷｅｂシステム「省エネ法・温対法・フロン法電子報158 

告システム（EEGS）」の運用を開始し、定期報告の作成や報告についてＷｅｂサイトを通じて159 
一元的に実施できるようにすることを予定している。こうしたシステムとも連動して、関係160 
者間の役割分担を明確化し、報告の集計を自動化するなど事業者の負担を低減することがで161 
きるツールを提供することが有効である。なお、算定ツールは２０２１年度中に試験的に提162 
供を開始し、改善にむけた課題の把握しながら、EEGS との連携等の継続的な開発を進める予163 
定である。 164 
このほか、エネルギー使用量の算定や集計の際に燃料消費や貨物の状況等を把握する車両165 

動態管理システム等の IoT ツールを導入することは、エネルギー消費量管理の改善だけでな166 
く、経営の合理化にもつながると考えらえる。 167 

 168 
（６）エネルギー使用量の算定方法に関するベストプラクティス共有 169 

荷主の省エネ取組には、モーダルシフト、ルート短縮、車両の大型化、貨物の混載、エコ170 
ドライブ等がある。こうした取組は、エネルギーの使用量の把握方法が実測に基づくもので171 
あれば、エネルギーの使用量に実態に即して反映されるが、推計を含む算定法では適切に評172 
価できないことがある。特定荷主の定期報告によると、トンキロ法は約 5割（エネルギー使173 
用量ベース）で用いられていることから、多くの事業者は一定程度推計によりエネルギー使174 
用量を算定していると言える。 175 
省エネ取組のＰＤＣＡを着実に回していくためには、推計の少ない算定方法を選択するこ176 

とや、できるだけ実測値を得られるような荷主と貨物輸送事業者の関係の構築が重要であ177 
る。 178 
自家輸送や委託輸送の専用便は、他貨物との按分等が不要であり、比較的実測のエネルギ179 

ー使用量が把握しやすいと考えられるため、トンキロ法ではなく、燃料法や燃費法を選択す180 
ることが望ましい（表５参照）。 181 
それに対し、委託輸送の混載便では、他社の貨物との按分、混載時の燃費や積載率、走行182 

区分ごとの各値等を把握する負担が大きくなり、その結果、負担が比較的少ないトンキロ法183 
による算定の割合が多くなっていると考えられるが、委託輸送の混載便であっても、燃料法184 
や燃費法を用いている事例がある。これらの事業者は何らかの努力や工夫により、エネルギ185 
ー使用量を実測により把握していると考えられる。こうした事例について、燃料法や燃費法186 
による算定が成立している背景を調査し、それを横展開できるようベストプラクティスとし187 
て分析する。 188 

  189 
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表５．定期報告における輸送区分別算定方法集計（2019 年度実績） 190 

 191 

 192 
３．特定荷主の省エネ取組の評価と促進【別添７参照】 193 
（１）ベンチマーク制度の導入 194 

荷主規制では、特定荷主に対してエネルギー消費原単位の年１％改善を求めている。多くの195 
荷主は、荷主規制が設けられる以前より、経営合理性の観点から輸送の効率改善を図っており、196 
すでに相当程度省エネ取組を進めてきた結果、現状において年１％改善が困難になっていると197 
いった意見がある。現に、特定荷主全体の原単位改善率は平均０．４％であり、改善の程度は198 
鈍化している。このため、エネルギー消費原単位の年１％改善とは別に、エネルギーの使用の199 
合理化の状況を事業者間で比較可能とするベンチマーク指標を設定し、中長期的に目指すべき200 
水準（ベンチマーク目標）を設けることとする。 201 

ベンチマーク指標の設定にあたっては、エネルギー消費原単位を用いることも想定されるが、202 
エネルギー使用量算定の際には燃料法、燃費法、トンキロ法といった異なる算定方法を用いて203 
いることや、原単位の分母に用いる値はトンキロ、重量、金額等、任意で選定可能であること204 
など、事業者間の原単位の差を評価分析し、ベンチマーク目標を設定するための準備を整える205 
ことは現状では困難である。一方で、エネルギーの使用に大きな影響を与える積載率は、荷主206 
のみならず、ドライバー不足等からも輸送効率を高めたいと考えている貨物輸送事業者にとっ207 
ても共通の指標として設定しやすく、かつ比較的把握しやすいものである。自動車輸送統計も208 
活用しながら積載率に影響を与える品目や輸送距離等を考慮し、積載率とこれに影響を与える209 
因子の関係性について分析を行い、ベンチマーク目標を設定することを検討する。 210 

 211 
（２）荷主クラス分け評価制度の導入 212 

前述のとおりエネルギー消費原単位の改善は鈍化し、エネルギー消費原単位を年１％改善し213 
ている事業者数は４割程度となっており、減少傾向で推移している。原単位を改善している荷214 
主と、改善していない荷主の判断基準の遵守状況を各項目で比較すると、多くの項目で改善し215 
ている荷主の方が判断基準の各項目の遵守率が高いなど、原単位の改善と判断基準の遵守状況216 
には一定の関係があると考えられる。荷主の取組に差があることを踏まえた評価を検討すべき217 
である。また、取組の結果を評価し事業者にフィードバックすることで、荷主が自らの取組の218 
評価を客観的に認識して、省エネ取組を加速することが重要である。 219 

このため、工場・事業場等における事業者クラス分け評価制度を参考に、目標を達成した荷220 
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主を優良な荷主（S クラス）として経済産業省ホームページで公表することや、原単位が２年221 
連続して悪化又は５％以上悪化した荷主を省エネが停滞した荷主（B クラス）として注意喚起222 
等を行う「荷主クラス分け評価制度」を荷主規制においても導入するべきではないか。 223 

なお、前述のとおり、見なし積載率や見なし燃費の見直し等によるエネルギー使用量の算定224 
方法の適正化を踏まえた定期報告（２０２２年度の実績の報告）が可能となるため、それらを225 
踏まえ２０２３年度から荷主クラス分け評価制度を導入する方向で検討を進めることとし、ベ226 
ンチマーク指標や目標を設定した分野から順次、ベンチマーク目標の達成状況もクラス分け評227 
価において考慮することとする。 228 

 229 
（３）連携による省エネ取組に関するベストプラクティスの共有 230 

貨物輸送における省エネは、荷主を中心とした関係者間の連携が不可欠である。荷主が単231 
独で取り組むことが困難な取組については、関係者間の合意形成について課題の認識と克服232 
の過程を、連携して省エネを進めるプロセスをベストプラクティスとして分析する。 233 

 234 

 235 

図２.連携による省エネ取組の例 236 
237 
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  238 
４．荷主の省エネ取組の加速に向けた今後の課題 239 

本ワーキンググループにおいては、エネルギー使用量の算定方法の適正化や、特定荷主の省240 
エネ取組の評価と促進について検討を行った。本とりまとめを踏まえ、特定荷主が貨物輸送事241 
業者等と連携して進める省エネ取組の促進が今後更に進むよう、引き続き以下の取組を実施す242 
る。 243 
 244 
 エネルギー使用量の算定の負担を軽減するため、ツールの試験的提供を経て、課題を踏245 

まえた上で、より使い勝手のよいツールを改めて提供する。 246 
 省エネ取組が適切に評価される算定方法が用いられるよう、事業者の努力や工夫のある247 

事例をベストプラクティスとして分析を進める。 248 
 ベンチマーク制度を導入に向けて、統計等の分析を踏まえてベンチマーク指標や目標を249 

検討や、検証を進める。 250 
 連携した省エネ取組の構築が進むように、多くの課題を克服して実現した連携した取組251 

や効果が大きい取組ついてベストプラクティスとして分析を進める。 252 
 253 

 254 
 255 
 256 
 257 

258 
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別添１ 荷主を巡る現状

1-1．貨物部⾨のエネルギー消費①
 貨物部⾨のエネルギー消費の割合は10％超を占める。1990年代以降は緩やかに低下し、⾜元

は横ばいで推移。

全エネルギーに占める貨物部⾨のエネルギー消費推移（PJ）

出所 総合エネルギー統計
※  1989年度以前のデータと1990年度以降のデータは、出所の統計の作成⽅法が異なるため、連続しない
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1-2．貨物部⾨のエネルギー消費②
 貨物部⾨のエネルギー消費は緩やかに低下。貨物⾃動⾞が９割を占めている。

貨物部⾨のエネルギー消費推移（PJ）

出所 総合エネルギー統計

1-3．省エネ法の概要
 省エネ法では、⼯場等の設置者、輸送事業者・荷主に対し、省エネ取組の⽬安となる判断基準

（設備管理の基準やエネルギー消費効率改善の年１％改善⽬標等）を⽰すとともに、⼀定規
模以上の事業者にはエネルギーの使⽤状況等を報告させ、取組が不⼗分な場合には指導・助⾔
や合理化計画の作成指⽰等を⾏うこととしている。

エ
ネ
ル
ギ
␗
使
⽤
者
へ
の
直
接
規
制

使
⽤
者
へ
の

間
接
規
制

⼯場・事業場 運輸

⼯場等の設置者
・事業者の努⼒義務

貨物/旅客輸送事業者
・事業者の努⼒義務

荷主（⾃らの貨物を輸送事業者に
輸送させる者）
・事業者の努⼒義務

努⼒義務の対象者

特定貨物／旅客輸送事業者
（保有⾞両トラック200台以上等）
・計画の提出義務
・エネルギー使⽤状況等の
定期報告義務

特定荷主
（年間輸送量3,000万ﾄﾝｷﾛ以上）
・計画の提出義務
・委託輸送に係るエネルギー
使⽤状況等の定期報告義務

報告義務等対象者

⼀般消費者への情報提供特定エネルギー消費機器等（トップランナー制度）

※建築物に関する規定は、平成29年度より建築物省エネ法に移⾏

製造事業者等（⽣産量等が⼀定以上）

・⾃動⾞や家電製品等32品⽬のエネルギー消費効率の
⽬標を設定し、製造事業者等に達成を求める

特定事業者
（エネルギー使⽤量1,500kl/年以上）
・エネルギー管理者等の選任義務
・中⻑期計画の提出義務
・エネルギー使⽤状況等の定期報告義務

家電等の⼩売事業者やエネルギー⼩売事業者
・消費者への情報提供（努⼒義務）
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1-4．荷主制度の背景と概要
 平成18年の省エネ法改正において、運輸分野の省エネルギー対策として、輸送事業者とともに荷

主に対し、省エネ取組について義務づけ。

荷主が省エネの取組を実施するにあたって、具体的に措置すべき事項を判断基準として公表。

・ 省エネ取組⽅針の策定と効果の把握（⽅針の策定、社内体制の構築、定期的確認等）
・ 輸送効率向上措置等（荷姿の標準化、距離の短縮、モーダルシフト）
・ ⽬標の設定と計画的な取組の実施（中⻑期的に⾒た年間低減⽬標（１％） 等）

判断基準

⾃らの事業活動に伴う貨物輸送量が３０００万トンキロ以上の者を特定荷主として指定。

義務対象者

Ⅰ．中⻑期計画の策定（年１回、主務⼤⾂（経済産業⼤⾂＋事業所管⼤⾂）に提出）
合理化の⽬標達成のために計画を作成する。

Ⅱ．定期の報告（年１回、主務⼤⾂（経済産業⼤⾂＋事業所管⼤⾂）に提出）
・ 輸送に係るエネルギーの使⽤量
・ エネルギー消費原単位 ︓ 委託輸送に係るエネルギー使⽤量÷売上⾼や物流量
・ 省エネ措置の実施状況 等

義務内容

1-5．荷主制度の判断基準と執⾏フロー
 判断基準（エネルギーの使⽤の合理化の基準や⽬標等）に照らして著しくエネルギー使⽤合理化

の状況が不⼗分であると認められた場合には、その他の事情を勘案して、勧告することができる。
 勧告を受けた特定荷主が勧告に従わなかった際にはその旨の公表や、審議会の意⾒を聴いて勧告

に係る措置を執るべきことを命ずることができる。

エネルギーの使⽤合理化の判断基準（告⽰）の概要 ⾏政によるチェックフロー

エネルギーの使⽤の合理化の基準
1．共通的な取組
（１）取組⽅針の作成とその効果等の把握
（２）輸送効率向上のための措置
（３）準荷主との連携
2．主に企業向けの⼤⼝貨物の配送効率向上の取組
3．主に消費者向けの⼩⼝貨物の配送効率向上の取組

エネルギーの使⽤の合理化の⽬標及び計画的に取り組むべき措置
1．共通的な取組
（１）取組⽅針の作成とその効果等の把握
（２）関連インフラの整備
（３）貨物輸送事業者等との連携
（４）環境に配慮した製品開発及び⽣産体制整備
2．主に企業向けの⼤⼝貨物の配送効率向上の取組
3．主に消費者向けの⼩⼝貨物の配送効率向上の取組

定期報告書の受理

合理化に関し必要な措
置を執るべき旨の

勧告

公表・命令

エネルギー使用の合理化状況が判
断基準に照らして著しく不十分であ
ると認めた場合

勧告に従わない場合

※ 報告徴収・立入検査は、必要に応じて実施
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1-6．荷主の定義変更
 平成30年度の省エネ法改正において、貨物の所有権を問わず、契約等で輸送の⽅法等を決定

する事業者を荷主と定義することで、貨物の所有権はないものの輸送⽅法等を決定するネット⼩
売事業者も省エネ法の荷主規制の対象とした。

 ネット⼩売事業者の遵守事項を、荷主の省エネ取組の判断基準に追加。

出所 第34回省エネルギー⼩委員会 事務局資料① P2 6

ネット⼩売
事業者 消費者

輸送⽅法を決定

貨物の所有権あり ⇒ 省エネ法上の荷主○
貨物の所有権なし（消費者に移転）⇒ 荷主×

貨物輸送ネット⼩売
事業者

連携

・積載率向上
・輸送量の平準化

・包装材の軽量化・⼩型化
・宅配ボックスの設置

契約等で輸送の⽅法等を決定する事業者 ⇒ 荷主〇

荷主 ＝ 貨物の所有者
・⼯場→⼯場の輸送を念頭に、貨物の所有者を荷主と定義。
・ネット⼩売事業者には、貨物の所有権を持たない事業者も存
在。輸送の⽅法等を決定しているが、捕捉されない。

改正前 改正後

荷主 ＝ 輸送の⽅法等を決定する事業者
・貨物の所有権を問わず、契約等で輸送の⽅法等を決定す
る事業者を荷主と定義。
・貨物の所有権のないネット⼩売事業者も省エネ法の対象へ。
※貨物輸送事業者との契約がなく、輸送の⽅法等を決定し

ていないモール事業者やＣtoＣの仲介事業者は対象外。

1-7．準荷主の省エネ法への位置づけ
 平成30年度の省エネ法改正において、貨物輸送事業者との契約関係はないものの、貨物の受

取⼜は引渡しを⾏う⽇時及び場所の指⽰を⾏うことができる事業者を準荷主と位置づけ。

7

部品工場A

部品工場B

部品工場C

荷受け側が適切な⾏動をとらないと….
無秩序に到着・⼿待ち発⽣

部品工場A

部品工場B

部品工場C

組⽴⼯場等

組⽴⼯場等

改正前 改正後

荷受側︓
到着⽇時等を指⽰
（省エネ法上、位置づけなし）

部品⼯場等 組⽴⼯場等

荷主︓
輸送⽅法を決定

荷主︓
輸送⽅法を決定

準荷主︓
到着⽇時等を指⽰
＜省エネへの協⼒＞

準荷主 ＝ 到着⽇時等を指⽰できる荷受側の事業者
・貨物の到着時刻等を指⽰できる荷受側の事業者を準荷主
と位置づけ、努⼒を求める。（努⼒義務）

荷受側の省エネ努⼒は位置づけていない
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1-8．特定荷主の状況（事業者数、エネルギー使⽤量）
 特定荷主のエネルギー使⽤量では、貨物⾃動⾞輸送が７割程度を占めている。船舶の占める割

合が３割、我が国の貨物部⾨のエネルギー消費の船舶割合よりも⼤きい。

特定荷主のエネルギー使⽤量の推移特定荷主の事業者数の推移

出所 定期報告書
※共通︓いずれも実績年度を指す（定期報告の提出年度の前年度に相当）。次ページ以降も同様。

右図︓定期報告書を6年継続して提出した事業者（6年継続事業者）かつ全年度で第1表データがある716社を元に作成。

1-9．エネルギー使⽤量の算定⽅法 （算定法の選択割合）
 エネルギー算定⽅法は、トンキロ法が⼤宗を占める。
 トンキロ法に代えて燃料法や燃費法の採⽤を促しているが、トンキロ法のシェアは横ばいである。

出所 定期報告書
※ 6年継続事業者のうち、全年度で第1表データがある716社を元に作成。

６
割

が
トンキ

ロ法

貨物⾃動⾞（全体）の算定⽅法のシェア
（エネルギー使⽤量ベース、2019年度）
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物流量の削減 モーダルシフト・輸
送機器の⼤型化

実測燃費 ⾒なし
燃費

○ ×
実積載率 ⾒なし

積載率

○ ×

評価できる省エネ取組

積載率の向上 燃費の向上

燃料法︓⾞両等の燃料使⽤量の実績

○○○ ○

×

○
燃費法︓⾞両の燃費と輸送距離から算定

改良トンキロ法︓貨物の輸送量（トンキロ）、
　　　　　　　　　　最⼤積載量と積載率から算定

○ ○

○ ○

（参考）エネルギー使⽤量の算定⽅法

燃料使⽤量
（リットル）

輸送距離
（キロメートル）

燃費
（キロメートル／リットル）÷

貨物輸送量
（トンキロ） × 改良トンキロ法

燃料消費原単位
（リットル／トンキロ）

※１

※２

※１ 燃費の実測が困難な場合は「⾒なし燃費」を⽤いることができる。
※２ 改良トンキロ法燃料使⽤原単位＝定数項÷（最⼤積載量×積載率）。積載率の実測が困難な場合は、「⾒なし積載率を

⽤いた改良トンキロ法燃料使⽤原単位」を⽤いることができる。

 荷主が貨物輸送事業者に⾏わせた貨物輸送のエネルギー使⽤量は、「燃料法」、「燃費法」、「トンキロ法」の
いずれかにより算定が可能。
 燃料法 ：燃料の使用の実績値。エネルギー使用量に省エネ取組が反映される。
 燃費法 ：算定に推計が少ない。見なし燃費を用いると燃費の向上が評価できない。
 トンキロ法 ：算定式による推計。燃費の向上が評価できない。見直し積載率を用いると、積載率も評価できない。

1-10．エネルギー使⽤量の算定⽅法（⾃家輸送と委託輸送）

 「⾃家輸送」は、実際のエネルギー使⽤量が把握しやすいため、燃料法で算定が⾏われている割
合が⾼い。

出所 定期報告書

貨物⾃動⾞（⾃家輸送／委託輸送）の算定⽅法のシェア
（エネルギー使⽤量ベース、2019年度）
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 5年度間原単位変化の平均は100％を下回っているが、判断基準の⽬標である年平均１％改
善⽬標ラインを上回っており、改善の程度は鈍化している。

1-11．原単位変化の推移

出所 定期報告書
※ 2014年度〜2019年度において6年連続提出している事業者のデータのうち、主たる算定⽅法に変化がない697社を元に作成。

5年度間原単位変化の推移

年平均１％
改善⽬標ライン

1-12．原単位変化のクラス分けの例⽰①
 ⼯場・事業所規制で実施しているクラス分け制度に準じて、クラス分けを実施するとSクラス相当の

事業者は2019年度実績で41％であり、緩やかに減少傾向で推移している。

平均原単位変化とクラス分け評価の推移

出所 定期報告書

クラス分け定義

…省エネが優良な事業者
（⽬標達成事業者）

…省エネの更なる努⼒が
期待される事業者
（⽬標未達成事業者）

…省エネが停滞している事業者
原単位２年連続悪化⼜は
5年度間平均原単位変化５％超悪化

（⽬標未達成事業者）

努⼒義務… 5年度間平均原単位変化
１％以上低減

特定荷主数
（社数）

平均原単位
変化率
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1-13．原単位変化のクラス分けの例⽰②
 業種によってSクラス相当の割合は異なる。輸送⽤機械器具製造業は半数を上回り、鉄鋼業、

化学⼯業は3割に満たない。

出所 定期報告書

業種別クラス分け評価

クラス分け定義

…省エネが優良な事業者
（⽬標達成事業者）

…省エネの更なる努⼒が
期待される事業者
（⽬標未達成事業者）

…省エネが停滞している事業者
原単位２年連続悪化⼜は
5年度間平均原単位変化５％超悪化

（⽬標未達成事業者）

努⼒義務… 5年度間平均原単位変化
１％以上低減

平均原単位変化
事業者平均

1-14．判断基準の遵守状況（事業者クラスとの⽐較）
 定期報告書の判断基準において、「全てで実施」と回答した事業者を、Sクラス相当とＡクラス以

下相当の事業者で集計し、取組状況を⽐較。
 Ｓクラス相当の事業のほうが、Ａランク以下の事業者よりも多くの項⽬で遵守率が⾼い。

判断基準の遵守状況

判
断

基
準

「全
て

で
実

施
」の

回
答

割
合

Sクラス
相

当
とAクラス

相
当

の
判

断
基

準
の

遵
守

状
況

の
差

以下 Ｓ－Ａ以下の差出所 定期報告書（第７表）
※ 燃料使⽤の情報及び算定は燃費法選択率の差を⽰している。

※
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別添２ 改良トンキロの⾒なし積載率の⾒直し

2-1．改良トンキロ法の課題（積載率の評価）
 輸送トンキロが横ばいで推移する中、トラックの輸送能⼒は緩やかに増加傾向にあり、積載効率は、

緩やかに低下。

営業⽤トラックの積載効率の推移
集計法が異なるため接続しない。

低下傾向

低下傾向

出所 ⾃動⾞統計輸送年報
※  2010年10⽉より、出所の統計の調査⽅法及び集計⽅法が変更されたため、2010年以前と2011年以降のデータは連続しない。
※  2011年3⽉、4⽉のデータでは、北海道運輸局及び東北運輸局の数値を含まない。
※ 積載効率は、輸送トンキロを能⼒トンキロで除した値
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（参考）改良トンキロ法によるエネルギー使⽤量の算定に⽤いられた積載率（ヒストグラム）

出所 定期報告書 第１表 付表３（トンキロ法による算定）
※ 付表３において、事業⽤輸送区分、４トン以上の最⼤積載量区分、軽油の積載率を積載率階差ごとに数量ベースで集計

改良トンキロ法によるエネルギー使⽤量の算定
貨物⾃動⾞（軽油・事業⽤、４㌧以上）の積載率の分布

（2019年度）

頻
度

積載率

⾒なし積載率
（軽油・事業⽤）

１ｔ未満︓36％
１ｔ以上２ｔ未満︓42％
２ｔ以上４ｔ未満︓58％

４ｔ以上︓62%
みなし積載率の62％と同⼀の値
を⽤いて算定した割合

2-2. ⾒なし積載率の⾒直し➀ ⾃動⾞輸送統計と定期報告の差
 定期報告は、⼀定の貨物輸送を集計した値を提出する。このため、事業者毎の加重平均値の分

布を⽰したもの。統計は、貨物の積み卸し毎の

19

 ⾒なし積載率の⾒直しするにあたり、➀省エネ法の定期報告を⽤いる⽅法と、②⾃動⾞輸送統計のデータを
⽤いる⽅法の２つがあり、下記の通り、両者には積載率の差がある。

 省エネ法の定期報告から集計した積載率は、⾒なし積載率の⾒直しに⽤いるには以下の課題がある。

 このため、⾒なし積載率の⾒直しについては前回と同様に⾃動⾞輸送統計のデータを⽤いることとする。

➀改良トンキロ法で提出した事業者の積載率データのみを抽出している。
②⾒なし積載率を⽤いている事業者が２割程度含まれていると考えられる。
③事業者が任意に設定した貨物輸送区間毎の加重平均値となっている

最⼤積載量別の積載率（2019年）

出所 2019年度の定期報告書（付表３）、国⼟交通省所管の⾃動⾞輸送統計（2019年度分）の調査票情報を利⽤して省エネルギー課にて独⾃に集計を⾏ったもの
20



2-3. ⾒なし積載率の⾒直し② ⾒なし積載率の設定
 ⾒なし積載率の⾒直しを⾏うため以下のように算出することとする。

⾒なし積載率 ＝ － ×⾃動⾞輸送統計
平均値

省エネ法定期報告
標準偏差

⾃動⾞輸送統計
平均値

省エネ法定期報告
平均値

① 「⾃動⾞輸送統計の平均値」から、「省エネ法定期報告の
ばらつき（標準偏差）」を定期報告と⾃動⾞輸送統計の
⽐率で調整した値を差し引く。

②⾒なし積載率の設定

① 「⾃動⾞輸送統計における最⼤積載量別の積載率の平均値」に、「省エネ法の特定事業者による定期
報告の積載率のばらつき」を考慮し補正（平均値そのものを⽤いず、平均よりも低い値とする）を⾏う。

② 最⼤積載量の考え⽅等がトラックとトラクターは異なる。８トン以上については、トラクターが割合が⼤きく
なり、その変動要因が積載率そのものであるのか分からないため、差を設けない（８トン以上については、
平均値を⽤いる）。

（参考）⾒なし値算出の例

⾒なし積載率 ＝ － ×
34.2%

⾃動⾞輸送統計
平均値

49%

省エネ法定期報告
標準偏差

18%

⾃動⾞輸送統計
平均値

49%

省エネ法定期報告
平均値

60%

軽油 最⼤積載量 2,000kg以上4,000kg未満の⾒なし積載率の算出

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
軽油 2,000kg以上4,000kg未満 49% 30% 60% 18%

省エネ法定期報告
事業⽤

燃料 最⼤積載量 ⾃動⾞輸送統計

• 「⾃動⾞輸送統計の平均値」から、「省エネ法定期報告のば
らつき（標準偏差）」を定期報告と⾃動⾞輸送統計の⽐率
で調整した値を差し引く。
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2-4. ⾒なし積載率の⾒直し③

出所 省エネ法定期報告、国⼟交通省所管の⾃動⾞輸送統計（2019年度分）の調査票情報を利⽤して省エネルギー課にて独⾃に集計を⾏ったもの

事業⽤ ⾃家⽤ 事業⽤ ⾃家⽤ 事業⽤ ⾃家⽤ 事業⽤ ⾃家⽤ 事業⽤ ⾃家⽤

500kg未満 41% 38% 16% 43% 37% 16% 17%

500kg以上1,500kg未満 32% 41% 19% 32% 21% 19% 12%

1,500kg以上 52% 24% 29% 15% 55% 39% 42% 32% 20% 20%

1,000kg未満 36% 10% 19% 38% 18% 46% 46% 23% 33%

1,000kg以上2,000kg未満 42% 17% 25% 41% 23% 51% 44% 20% 26%

2,000kg以上4,000kg未満 58% 39% 34% 23% 49% 36% 60% 57% 18% 20%

4,000kg以上6,000kg未満 29% 54% 39% 66% 65% 20% 16%

6,000kg以上8,000kg未満 30% 52% 42% 67% 69% 19% 20%

8,000kg以上1,0000kg未満 73% 56% 70% 69% 16% 14%

1,0000kg以上12,000kg未満 68% 56% 72% 68% 19% 18%

12,000kg以上17,000kg未満 61% 47% 75% 71% 18% 19%

17,000kg以上 - - 58% 56% - - - -

揮発油
10%10%

51%

軽油

24%

38%

10%

40%

62% 49%

燃料 最⼤積載量

⾒なし積載率 ⾃動⾞輸送統計
（2019）

省エネ法定期報告
（2019）

改正案現⾏ 平均値 平均値 標準偏差

3-1．改良トンキロ法の課題
 エネルギー使⽤量の算定法として最も多く⽤いられている改良トンキロ法は、2002年度の⾃動⾞

輸送統計の情報を回帰分析し設定した算定⽅法である。
 具体的には、貨物⾃動⾞の「最⼤積載量」と「積載率」から、エネルギー使⽤量の算定に⽤いる

「燃料使⽤原単位（ℓ／t・km）」を導出。これに「物流量（ t・km ）」を乗じることで、エネル
ギー使⽤量（ℓ）を算出する⽅法である。

 混載便など積載率が明らかにならない場合は、最⼤積載量に応じた「みなし積載率」を⽤いて「燃
料使⽤原単位」を求めることができることとしている。

エネルギー使⽤量の改良トンキロ法による算定

ln x = 2.71 – 0.812 ln（y/100）- 0.654 lnｚ ・・・（現⾏告⽰式）

みなし積載率
（軽油・事業⽤）

１ｔ未満︓36％
１ｔ以上２ｔ未満︓42％
２ｔ以上４ｔ未満︓58％

４ｔ以上︓62%

x:改良トンキロ法燃料使⽤原単位（リットル/トンキロ）
y:積載率（％）
z:貨物⾃動⾞の最⼤積載量（kg）
ln:⾃然対数
e:ネイピア数（2.718・・）

⇔ x = e^2.71 ÷ (y/100)^0.812 ÷ z ^ 0.654

⇔ x = e^2.71（＝15.03）
(y/100)^0.812 ✕ z ^ 0.654

参照︓エネルギー使⽤量算定告⽰（トラック︓軽油）
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3-2. 改良トンキロ法及び燃費法の課題（燃費向上の評価）
 貨物⾃動⾞の燃費は年々向上しており、平均すると年率1.1％向上している。2025年度の重量

⾞の燃費基準値は2019年度の燃費値より9.2％程度の向上を⾒込んでいる。
 改良トンキロ法を選択した場合、⼜は⾒なし燃費値を使った燃費法を選択した場合には、燃費向

上は評価できない。

※ 年度別の貨物⾃動⾞平均燃費のトレンドから推計した2002年度の貨物⾃動⾞平均燃費
出所 経済産業省及び国⼟交通省に報告された貨物⾃動⾞のエネルギー消費効率並びに⾃動⾞の燃費基準値を出荷台数で加重調和平均した値から作成

(km/L)

2025年度
基準値

2015年度
基準値(7.10)年率1.1％で

燃費が改善

3-3. 重量区分別燃費改善の状況

出所 経済産業省及び国⼟交通省に報告された貨物⾃動⾞のエネルギー消費効率から作成

最⼤で
約10%の差

 ⾞両総重量区分毎に貨物⾃動⾞の燃費改善率に差がある。
 改良トンキロ法の⾒直しにあたっては、燃費改善率の差を考慮した設定が必要。
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3-4. 燃費基準の達成を考慮した改良トンキロ法の⾒直し
 省エネ法トップランナー制度の燃費基準を達成した⾞両を採⽤した場合、燃費改善を考慮した

燃料消費原単位を利⽤できるよう、改良トンキロ法の⾒直し⾏う。
 しかしながら、改良トンキロ法は⾃動⾞輸送統計を回帰分析することによって得られた⽅法であり、

その後⾃動⾞輸送統計の内容に変更があった（※１）ため、同様の⽅法で⾒直しを⾏うことは困
難である。

 このため、貨物⾃動⾞のカタログ燃費※２の向上トレンドを活⽤して、改良トンキロ法の⾒直しを
⾏う。

年度基準に対応した燃費改善係数ݔ︓௫ܣ
→ 燃費基準を達成した⾞両の燃費改善効果
に相当
︓௫ܤ 年度基準に対応した最⼤積載量係数ݔ
→ ⾞両重量区分毎の燃費向上率のばらつき
を補正

改良トンキロ法⾒直しイメージ

15.03ーܣ௫
^0.654ーܤ௫

※１現在の⾃動⾞輸送統計は、実⾛⾏時の燃料消費のデータを取得していない
※２「⾃動⾞の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領（平成１６年国⼟交通省告⽰第６１号）」に基づく⾃動⾞の燃費

① カタログ燃費のトレ
ンドから改良トンキロ
法策定時（2002年
度）のカタログ燃費
を推計

② 2002年度のカタロ
グ燃費の推計から燃
費基準値（ݔ年度）
までの改善率を算出

③ 改良トンキロ法から
算出した2002年度
⾛⾏燃費に、改善率
を乗じてݔ年度におけ
る実⾛⾏燃費を推計

④ ⼤年度における最ݔ
積載量毎の実⾛⾏燃
費を推計し単位換算
後を重回帰分析

改良トンキロ法
燃料消費原単位

（リットル／トンキロ）

参考︓改良トンキロ法の⾒直し 検討プロセス➀

年度

① カタログ燃費のトレンドか
ら改良トンキロ法策定時
（2002年度）のカタログ
燃費を推計

② 2002年度のカタログ燃
費の推計値から燃費基準
値（2015年度）までの改
善率を推計

③ 改良トンキロ法から算出し
た2002年度⾛⾏燃費に、改
善率を乗じて2015年度にお
ける実⾛⾏燃費を推計

④

20072002 2015

最⼤積載量 Z トン、積載率 Y %のディーゼル貨物⾃動⾞の燃費
（検討プロセスのイメージ）

●︓改良トンキロ法から算出した2002年度実⾛⾏燃費

●︓カタログ燃費
●︓燃費基準値（2015年度）

●︓2015年度における⾛⾏燃費を算出

➀トレンドから
2002年度カタログ燃費を推計

2019

燃
費

km
/L

カタログ燃費のデータが存在しない

③2015年度実⾛⾏燃費（推計）

（次⾴）

燃費基準値（2015年度）

2002年度実⾛⾏燃費
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ディーゼル貨物⾃動⾞（積載率 45%)の
トンキロあたりの燃料使⽤量

参考︓改良トンキロ法の⾒直し 検討プロセス②

① ② ③

④ 2015年度における最⼤積
載量毎の⾛⾏燃費を算出し、
km/LからL/t・kmへ単位換
算し、重回帰分析を実施

約12％改善

軽油 ࢞‐15.03 ࢞‐0.654

2015年度
燃費基準
達成車

14.01 0.658

14.01

0.658

 2015年度燃費基準値を達成した⾞両を⽤いたこと
が確認できた場合は、以下の改良トンキロ法の式を
⽤いることができる。

（2015年度基準を達成しているトラックを対象）

改良トンキロ法
燃料消費原単位
（リットル／トンキロ）

3-5. 燃費基準を考慮した改良トンキロ法（ディーゼル貨物⾃動⾞）

図 2015,2022,2025年度
ディーゼル貨物⾃動⾞の基準値とその回帰式

ディーゼル貨物⾃動⾞の改良トンキロ法
15.03ーܣ௫

^0.654ーܤ௫

軽油 ࢞‐15.03 ࢞‐0.654
対象外

最大積載量
現行値に対する

平均向上率

2015年度
燃費基準
達成車

14.01 0.658 なし
１２％向上

（再掲）

2025年度
燃費基準
達成車

8.83 0.623 1t未満 ３０%向上

〇 主に⾞両総重量が3.5t超のディーゼル貨物⾃動⾞

軽油 ࢞‐15.03 ࢞‐0.654
対象外

最大積載量
現行値に対する

平均向上率

2022年度
燃費基準
達成車

10.83 0.654 2t以上 ３９％向上

〇 ⾞両総重量が3.5t未満のディーゼル貨物⾃動⾞

トン
キ

ロあ
た

りの
燃

料
使

⽤
量

L/
t・

km
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3-6. 燃費基準を考慮した改良トンキロ法（ガソリン貨物⾃動⾞）

図 2015,2022年度揮発油貨物⾃動⾞
の基準値とその回帰式ガソリン貨物⾃動⾞の改良トンキロ法

14.44ーܣ௫

^0.648ーܤ௫^0.927

揮発油 ࢞‐14.44 ࢞‐0.648
対象外

最大積載量
現行値に対する

平均向上率

2015年度
燃費基準
達成車

6.22 0.565 なし 32％向上

2022年度
燃費基準
達成車

6.97 0.612 なし 62％向上

〇 ガソリン貨物⾃動⾞

トン
キ

ロあ
た

りの
燃

料
使

⽤
量

L/
t・

km

 各燃費基準に対応する改良トンキロ法の係数等について、以下の表のとおり。
– 事業者が燃費基準値を達成した⾞両を⽤いたことが確認できた場合、改良トンキロ法の式に、達成している基準に応じた算

定式を⽤いることができる。

– 燃費基準の達成が確認できない場合は、効率向上が確認できないため現⾏の算定式を⽤いる。

3-7. 燃費基準を考慮した改良トンキロ法（まとめ）

改良トンキロ法の算定式

A

^B^Ｓ

S︓揮発油の場合0.927、軽油の場合0.812

A B A B A B A B

揮発油 すべて 14.44 0.648 6.23 0.565 6.96 0.612

1t未満

1t以上2t未満

2t以上

14.01
0.623

なし

軽油

燃料 最大積載量

燃費基準未確認
（現行）

燃費基準区分

2025年度基準

なし

0.658
10.83 0.654

なし

8.83

2015年度基準 2022年度基準

15.03 0.654
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別添４ 燃費法の⾒なし燃費の⾒直し

トンキロあたりの燃料使⽤量 ሺ単位︓ℓ/ݐ・݇݉)の逆数を輸送
量(積載率×最⼤積載量、単位︓ݐ) で割ることで⾒なし燃費
を算出。

4-1. ⾒なし燃費の⾒直し①

 改定した改良トンキロ法の理論式に2019年度の⾃動⾞輸送統計から導出した平均
積載率を導⼊して、⾒なし燃費を設定する。

〇 改良トンキロ法から⾒なし燃費を算出

統計平均
積載率

％

最⼤積載量2000kg以上4000kg未満
のディーゼル貨物⾃動⾞を対象とした⾒なし燃費

ݔ

︓事業⽤ ︓⾃家⽤

改良トンキロ法
燃料消費原単位

（リットル／トンキロ）
ݔ

⾒なし燃費[݇݉/ℓ] ＝
１

௫ሾℓ/ݐ・݇݉ሿൈሺ最⼤積載量ሾtሿൈ統計平均積載率%ሻ	

A

^B^Ｓ

S︓揮発油の場合0.927、軽油の場合0.812
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（参考）⾒なし燃費算出の例

2,000kg以上4,000kg未満軽油 49%

燃料 最⼤積載量

⾃動⾞輸送統計
（2019）

事業⽤

平均値

軽油を燃料とする燃費達成未確認⾞両、最⼤積載量2,000kg以上4,000kg未満（中央値3,000kg)の⾒なし燃費の算出の例

ݔ49％

改良トンキロ法
燃料使⽤原単位

（リットル／トンキロ）
ݔ

15.03

^0.654^0.812
3,000kg

＝0.143ℓ/ݐ・݇݉

最⼤積載量2000kg以上
4000kg未満

のディーゼル貨物⾃動⾞を
対象とした⾒なし燃費

︓事業⽤A B

軽油

燃料

燃費基準未確認
（現行）

15.03 0.654 4%改善
15%改善

38%改善

① 改良トンキロ法燃費基準未確認用の係数A=15.03,B=0.654として、最大積載量の区分の中央値
(3,000kg) 、積載率は当該区分の自動車輸送統計の平均値(49%)をそれぞれ、改良トンキロ法
の式に代入、燃料消費原単位（=0.143ℓ/t・km）を算出。

②燃料使用量原単位（=0.143ℓ/t ・ km）から、積載量（3t×49%）見なし燃費（4.77km/ℓ）を求める。

⾒なし燃費＝ １
.ଵସଷℓ ・ ൈሺ ൈ ሻ

＝4.77km/ℓ

①

②

4-2. ⾒なし燃費の⾒直し② ⾒なし燃費⼀覧
 同様の⽅法により、最⼤積載量別に燃費基準毎の⾒なし燃費値を算出。

– 燃費基準の達成が確認できない場合は平均積載率の⾒直して導出した「燃費基準未達成等」の燃費値を⽤いる。

表 貨物自動車の見なし燃費値 単位： km/L

※１ 最大積載量17t以上のトラックにおける最大積載量の中央値は、最大積載量24t超のトラックが存在しない（※２）ことを踏まえ、24tと17tの中央値20.5tを用いている。
※２ 国土交通省所管の自動車輸送統計（2019年度分）の調査票情報を利用して省エネルギー課にて独自に集計。

燃
料

最大積載量
事業用 自家用

燃費基準
未達成等

2015年度
基準

2022年度
基準

2025年度
基準

燃費基準
未達成等

2015年度
基準

2022年度
基準

2025年度
基準

揮
発
油

0.5t未満 9.45 13.47 15.88 10.09 14.38 16.95

0.5t以上1.5t未満 6.50 8.48 10.51 6.86 8.97 11.10 

1.5t以上 5.51 6.96 8.79 5.65 7.14 9.01 

軽
油

1t未満 9.28 10.21 12.88 10.65 11.71 14.78 

1t以上2t未満 6.26 6.92 8.69 8.50 6.98 7.71 9.68 9.47 

2t以上4t未満 4.77 5.28 6.33 5.06 5.61 6.72 

4t以上6t未満 3.93 4.36 5.13 4.17 4.63 5.45 

6t以上8t未満 3.51 3.90 4.54 3.66 4.06 4.73 

8t以上10t未満 3.02 3.36 3.88 3.18 3.54 4.08 

10t以上12t未満 2.86 3.18 3.64 2.97 3.31 3.79 

12t以上17t未満 2.65 2.96 3.36 2.79 3.11 3.52 

17t以上（※１） 2.38 2.65 2.97 2.39 2.67 2.99
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4-3. 燃費基準の達成の判定について①

国⼟交通省 ⾃動⾞燃費⼀覧︓ https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn10_000002.html

 燃費基準達成ステッカー（現在は2015年度基準のみ）や⾃動⾞メーカーのHPから
も判定が可能。

燃費基準達成ステッカーを利⽤した場合

⾞両の後⾯ガラス等に貼付されているものを確認する。
（貼付されていないものもある。）

（中略）

⾃動⾞メーカーのHPから確認する場合

4-4. 燃費基準の達成の判定について②
 ⾃動⾞燃費⼀覧からも判定が可能。

使⽤しているトラック等の型式と
⼀致しているものを検索

100を超えれば
基準達成

⾃動⾞燃費⼀覧から確認する場合

（中略） （中略） （中略）
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別添５ トンキロ法による船舶のエネルギー消費性能の評価

0.555 0.553
0.539 

0.525 

0.498 

0.470 

0.442 

0.4

0.45

0.5

0.55

0.6

エ
ネ

ル
ギ

ー
使

用
原

単
位

M
J/
tk
m

1990年～2010年に建造された船舶の船種毎の

平均的な燃費と比べた改善率

▲2.5%▲5%  ▲10% ▲15%   ▲20%

0%以下 0%～
5％未満

5%以上
10％未満

10%以上
15%未満

15%以上
20%未満

20%以上

EEDI 評価無し

代替手法 評価無し

暫定運用手法 評価無し

改善率

計算方法※2

5-1. トンキロ法による船舶のエネルギー消費性能の評価
 国⼟交通省が実施している内航船省エネルギー格付制度※１において★1〜５（改善率の区分）を取

得した船舶を使⽤した場合、省エネ法の定期報告にてその性能に応じたエネルギー消費原単位を
⽤いる※２ことが可能。

 なお、格付の判定ができない等の船舶は、格付制度の基準となる2010年度の内航船舶輸送統
計※３から算出した原単位を使⽤。

ロゴマーク

（※１）内航船省エネルギー格付制度︓https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk7_000021.html
（※２）新たなエネルギー使⽤原単位の適⽤は、EEDI及び代替⼿法により評価を受けた船舶に限る。
（※３）内航船舶輸送統計︓ https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00600340&tstat=000001018595
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（内航船省エネルギー格付け制度
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別添６ 算定ツールの開発

6-1. 荷主ｰ輸送事業者間のデータ交換に関するガイドライン
 平成17年の省エネ法の改正において輸送に係る措置として輸送事業者や荷主が新たに規制の対象になった。

 データ交換フォームは、荷主と貨物輸送事業者の双⽅が、法改正の趣旨に沿った取組を進める上で、発展的な
協⼒関係を構築することを意図して、経済産業省と国⼟交通省が例⽰として提供した。
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荷送側

荷受側
輸送事業者

荷主輸送事業者荷主

・
・
・

②配送先が複数①データの授受

荷主ア

荷主イ

荷主ウ

③混載の貨物情報

荷主ア

荷主イ

荷主ウ

Ａ Ｃ
Ｂ Ｄ

Ａ Ｄ
距離・重量・積卸し等々 元請け荷主 下請け

１次受託者

④輸送事業者の下請け構造

実輸送事業者

２次以降受託者

 開発するエネルギー使⽤量算定ツールは、以下の課題➀②④の解決を⽬指す。③は動態管理シ
ステムなど、他のシステムの導⼊等により解決を図る。

6-2. 荷主ｰ輸送事業者間の情報連携に関する課題

膨⼤なデータの集計
輸送事業者

こみ⼊った情報伝達経路

輸送事業者

荷主別の情報提供

データの処理の取決め

省エネ法・温対法・フロン法
電⼦報告システム

EEGS（イーグス）

⽀援
ツール

算定や報告のツールのイメージ

6-3. エネルギー使⽤量算定ツールの開発
 以下を可能とするエネルギー使⽤量算定ツールを開発する。

経済産業局荷主輸送事業者

⾃動集計

様式様式様式

① 算定⽅法の⾒直し等を踏まえた貨物輸送毎の共通の「データ交換様式」を設ける。

② 「データ交換様式」を省エネ法の定期報告の様式（付表１から３）に合わせて、識別ID（※）別に⾃動集計する。

③ 省エネ法の定期報告作成ツール及びオンライン提出システム（EEGS）へ集計結果の取り込み機能を構築する。

様式様式データ
交換
様式

下請けも含め
共通のデータ交
換様式に⼊⼒

集計データを省エネ法の
定期報告付表1から３
への取込み機能、オンラ
イン提出

複数の貨物輸送事業者からのデー
タを、燃料使⽤量（CO2排出量）
や識別ID等の情報を定期報告様
式（付表）に合わせて⾃動集計

省エネ法
定期報告

➀ ② ③

（※）識別ID︓貨物輸送毎の発着地、輸送機器、⾃宅輸送か委託輸送、エネルギー使⽤量の算定⽅法が同じ輸送を同じIDにする識別によって得られたIDのこと。（左記条件以上の細分化を荷主独⾃でしても構わない。）
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 「省エネ法・温対法・フロン法電⼦報告システム（ＥＥＧＳ）」は、定期報告の作成と報告を⼀体
的に⾏えるシステム。ＥＥＧＳの運⽤開始は、2022年5⽉。

 現状、定期報告書や中⻑期計画書は、紙による提出が⼤半。ＥＥＧＳによってWEB化することで、
定期報告の作成と報告の負担を抑制する。

参考 省エネ法の定期報告作成ツール及びオンライン提出システム（EEGS）

定期報告書の作成

新システム
省エネ法・温対法
電⼦報告システム

現⾏（2021年度報告まで）

データベース
不備是正

定期報告書の作成
アプリ
ツール エクセル ワード

紙媒体XML PDFその他
電⼦媒体

電⼦報告システム
省エネ法温対法
電⼦報告システム e-Gov

書⾯報告
（郵送）

パンチ・OCRによる電⼦化

業所管⼤⾂及
び経済産業局
に対して提出

書⾯の管理及
びDB化の⾏政
コストや、時間
も要する。

電⼦化後論理エラー等を
システムで確認。
提出から時間差があり、
事業者の負担も増加。SABC評価 等

データベース
不備是正

SABC評価 等

論理エラー以外の
不備等の確認

・WEBツールにより報告書を作成。
・中⻑期計画書も作成可能。
・論理エラーは作成時に抑制。
・エクセルツール等は段階的に廃⽌

特
定
事
業
者

報
告
書
作
成
等

本
省
・
経
済
産
業
局

受
理
・
確
認
・
評
価
・
指
導
等

直ちにDB化。⾏政
コストを抑制し、時
間も短縮。

新システム（2022年度報告から）

⼯場規制︓38%
荷主規制︓13%

2022年度
報告

新システム
運⽤開始

マニュアル配布・電⼦化移⾏
呼びかけDM

・パンフレット配布

2021年度
報告

2021.６ 11     2022. 3頃 5    6    

電⼦情報処理組織使⽤届出書の提出 2022年度報告等の作成

 電⼦提出には事前の⼿続きが必要になる。円滑なシステム移⾏に向けて、各事業者に「電⼦情報
処理組織使⽤届出書」の提出を促していく。

■スケジュール

■提出書類（電⼦情報処理組織使⽤届出書）のイメージ

様式第43︓電⼦情報処理組織使⽤届出書ダウンロード
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_
new/saving/procedure/youshiki/doc/youshiki43.doc

特定事業者番号、所在地、事業所名等の基
本的な情報を記載

参考 省エネ法の定期報告作成ツール及びオンライン提出システム（EEGS）
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別添７ クラス分け制度の導⼊とベンチマーク⽬標の設定

7-1. ベンチマーク⽬標の設定
 ベンチマーク制度は、 原単位⽬標（５年度間平均エネルギー消費原単位の年１％改善）とは

別に、⽬指すべきエネルギー消費効率の⽔準（ベンチマーク⽬標）を業種別に定めて達成を求
めるもの。2008年から導⼊。

 クラス分け制度において、ベンチマーク⽬標達成事業者は、原単位１%以上の低減を達成して
いなくてもＳクラス（優良事業者）へ位置付けられる。

出所：「令和元年度の工場等判断基準ワーキンググループ（工場WG）の中間とりまとめ」より作成
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7-2. ベンチマーク⽬標の設定② 積載率に影響を与える因⼦の例
 輸送する品⽬によって積載率（距離による加重平均値）の値は異なる。

品⽬別の平均積載率（距離による加重平均値）

積
載

率

出所 国⼟交通省所管の⾃動⾞輸送統計（2019年度分）の調査票情報を利⽤して省エネルギー課にて独⾃に集計を⾏ったもの

7-3. ベンチマーク⽬標の設定③ 積載率に影響を与える因⼦の例

 輸送する⾛⾏距離や貨物１件あたりの重量（流動ロット）が増えると積載率は⾼まる傾向がある。

⾛⾏距離別の積載率

出所 国⼟交通省所管の⾃動⾞輸送統計（2019年度分）の調査票情報を利⽤して省エネルギー課にて独⾃に集計を⾏ったもの

積
載

率

流動ロット（※）別の積載率

※ 流動ロット：貨物１件あたりの重量
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7-4. ベンチマーク⽬標の設定④ 積載率に影響を与える因⼦の例

 貨物⾃動⾞の最⼤積載量に応じて積載率が⾼まる傾向がある。運送の⽤途によっても積載率は異
なる。

出所 国⼟交通省所管の⾃動⾞輸送統計（2019年度分）の調査票情報を利⽤して省エネルギー
課にて独⾃に集計を⾏ったもの場合。

積
載

率

最⼤積載量別の積載率 ⽤途別の積載率

⼀般貨物⽤ 複数の荷主の貨物を運送している場合。

特別積合せ貨物⽤ 集荷された貨物の仕分けをし、積み合わせて他の事
業所との間を定期的に運送している場合。

特定荷主専属⽤ ひとつの会社の専属として貨物を運送している場合。

集配⽤ 複数の荷主の貨物を運送し、かつ⼀回の運⾏中に
配達と集荷を⾏っている場合。

その他 上記のどれにも当てはまらない場合。

7-5. ベンチマーク⽬標の設定⑤ 積載率に影響を与える因⼦の分析

 積載率について、影響を与える因⼦（輸送品⽬、最⼤積載量、輸送距離、ロット、運送⽤途）を
説明変数として重回帰分析を⾏い、説明変数の不確かさを踏まえ、説明変数を取捨選択し、多
様な条件の違いを踏まえたベンチマーク指標を検討する。

積載率 運送⽤途ロット輸送距離貨物⾃動⾞の
最⼤積載量品⽬ ・ ・ ・ ・=

重回帰分析の結果を踏まえた指標のイメージ

f
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参考 ⼯場規制のベンチマーク指標の例（ホテル業）①
 ホテル業のベンチマークは、客室⾯積、⼈数等を踏まえたものになっている。
 以下の式により算定するエネルギー使⽤量に対する⽐率をベンチマーク指標とし、ベンチマーク⽬標

は0.723以下としている。

ベンチマーク目標 ベンチマーク指標

0.723 以下

参考 ⼯場規制のベンチマーク指標の例（ホテル業）②
 ホテル業のベンチマークを設定するに当たっては、ホテルで使⽤するエネルギーについて、規模要因、

サービス要因、稼働要因の各要素の重回帰分析を実施した。

出所：2016年11月7日 工場等判断基準ワーキンググループ
資料4‐2 ホテル業界における省エネベンチマークの策定について（一般社団法人日本ホテル協会説明資料）
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7-6. ベンチマーク⽬標の設定⑥ 原単位（業種全体）
 エネルギー消費原単位（物流量トンキロ当たりのエネルギー使⽤量）は、業種ごとに異なる。
 エネルギー消費原単位のベンチマークを設定するには、燃料法、燃費法、トンキロ法の混在する算

定⽅法の評価、業種毎の取り扱う貨物の性質や算定⽅法の違い等の検討すべき課題が多い。

出所 定期報告書（第２表）
※ 原単位分⺟トンキロの事業者について業種別に集計（2014から2019年度まで連続して報告した事業者の2019年度の値）

業種別の原単位の平均値

⼩売業 10 70.7
⾷料品製造業 42 44.1

パルプ・紙・紙加⼯品製造業 18 39.9
輸送⽤機械器具製造業 21 36.2

飲料・たばこ・飼料製造業 17 35.0
卸売業 44 34.2

窯業・⼟⽯製品製造業 36 33.1
化学⼯業 66 30.9
鉄鋼業 41 24.3

⽯油製品・⽯炭製品製造業 5 19.8

業種（N数） ｷﾛﾘｯﾄﾙ／百万ﾄﾝｷﾛ

7-7. 荷主クラス分け評価制度の導⼊➀
 ⼯場制度において導⼊しているクラス分け制度は、事業者の原単位⽬標（５年度間平均エネル

ギー消費原単位の年１％改善）を評価し、S、A、Bにクラス分けするもの。事業者の省エネ意
欲の向上を⽬的に、2016年度から導⼊された。

 クラス分け評価制度において、原単位１%以上の低減を達成していなくても、ベンチマーク⽬標
達成事業者はＳクラス（優良事業者）へ位置付けられる。

Ａクラス
⼀般的な事業者

Ｓクラス
省エネが優良な事業者

Ｂクラス
省エネが停滞している事業者

Ｃクラス
注意を要する事業者

【⽔準】
Ｂクラスよりは省エネ⽔準は
⾼いが、Ｓクラスの⽔準には
達しない事業者

【対応】
特段なし。

【⽔準】
①努⼒⽬標達成
または、
②ベンチマーク⽬標達成

【対応】
優良事業者として、経産省
ＨＰで事業者名や連続達
成年数を表⽰。

【⽔準】
Ｂクラスの事業者の中で特に
判断基準遵守状況が不⼗分

【対応】
省エネ法第６条に基づく指導
を実施。

※1

※2

【⽔準】
①努⼒⽬標未達成かつ直近2

年連続で原単位が対前年度
⽐増加

または、
②5年間平均原単位が5％超

増加

【対応】
注意喚起⽂書を送付し、現地
調査等を重点的に実施。

※1

※1 努⼒⽬標︓5年間平均原単位を年1%以上低減すること。
※2  ベンチマーク⽬標︓ベンチマーク制度の対象業種・分野において、事業者が中⻑期的に⽬指すべき⽔準。

ただし、ベンチマーク対象範囲のエネルギー使⽤量が事業者全体のエネルギー使⽤量の過半となる場合に限る。

事業者クラス分け評価制度
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